不当労働行為の審査に必要な関係書類について
　　
　　兵庫県労働委員会

１　関係書類の提出方法について
(1)　関係書類については、当委員会に直接必要部数を提出（郵送）するほか、ＦＡＸ送信による提出が可能です。また、書証類等に関しては、相手方に直接郵送することも可能です。

	手続
	書類
	部数※
	FAX

	申立て
	申立書
	２
	×

	
	組合資格審査申請書
	１
	×

	調査・審問
	答弁書
	２
	○

	
	準備書面
	２
	○

	
	代理人・補佐人申請書
	２
	×

	
	代理人委任状
	１
	×

	
	証人・当事者尋問申請書
	２
	○

	
	書証類
	２
	○

	
	証拠説明書
	２
	○

	
	最終陳述書
	２
	○

	
	上申書
	１
	○

	取下げ
	取下書
	１
	×

	手続全般
	受領書
	１
	○


※当委員会に提出する場合の必要部数

(2)　ＦＡＸ送信により書面を提出する際の注意点
ア　ＦＡＸ送信により提出できる書面であっても、次のような場合には、郵送等の方法で提出してください。
　　 (ｱ)　提出枚数が概ね１０枚を超える場合
　　 (ｲ)　書面の内容に微細な文字や写真が含まれる場合
　　 (ｳ)　その他ＦＡＸ送信が不適切な場合
イ　ＦＡＸ送信を行う場合は、ＦＡＸ送信表を添付の上送信してください。ＦＡＸ送信表は、兵庫県労働委員会のホームページからも取得できます。
ウ　ＦＡＸ送信により書面が提出されたときは、委員会が受信した時に、当該書面が委員会に提出されたものとみなします。
エ　ＦＡＸ送信により書面を提出するときは、原則として相手方当事者にも当該書面の副本、写し等をＦＡＸ送信するようにしてください。
オ　ＦＡＸ送信を受けた当事者は、速やかに、当該書面等の受領書を相手方当事者及び委員会にＦＡＸ送信してください。
カ　ＦＡＸ送信により書面を提出したときでも、委員会が必要と認めたときは、ＦＡＸ送信に使用した書面を提出していただくことがあります。


２　電子データの複製物の提出について
　委員会に提出された書面の内容が、ＣＤ－ＲＯＭその他の磁気ディスク等に記載されているとき、委員会は、当該磁気ディスク等の複製物の提出を求めることがありますので、ご協力をお願いします。

３　文書の成立の否認について
　文書の成立については、当事者から否認する旨の主張がない限り、認否の確認を行わないものとします。文書の成立を否認する場合には、書面等でその理由を明らかにしてください。

４　書類の規格について
　Ａ４判用紙を使用し、横書き（左とじ）の書式で書類を作成していただくようお願いします。




代理人及び補佐人の申請について（お願い）


兵庫県労働委員会


当事者は、審査手続を進めるに当たり、代理人を選任したり、補佐人を伴って出席することができます。
代理人や補佐人になるためには、審査委員（長）の許可を得ることが必要ですが、特別な資格は必要ありません。委員調査前に、代理人・補佐人申請書を２部提出してください。また、代理人については委任状１部を併せて提出してください。
補佐人については、当事者及び代理人を補佐するために許可するものであるという性格上、以下の点に御留意の上、申請されるよう御協力を御願いします。

１　人数は、おおむね５人以内としてください。
２　申立人申請の補佐人は、原則として、申立人組合及びその上部団体の役員や申立内容に直接関係する分会の組合員の中から選任してください。また、被申立人申請補佐人は、原則として、被申立人団体の役員や構成員の中から選任してください。
３　上記２以外の者を申請する場合には、審査委員（長）が当該補佐人を選任する理由（必要性）についてお尋ねすることがあります。














書証等の提出に当たってのお願い

兵庫県労働委員会事務局　

　平成２８年１月１日から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号法」という。）に基づき、「個人番号」（以下「マイナンバー」という。）の利用、提供などが開始されました。

　マイナンバーは、番号法の定める場合に利用することができ、番号法の定める場合を除き、提供を求めること、提供すること、収集し又は保管することはできないこととされており、労働委員会は、その業務に当たり、マイナンバーを収集・保管することができません。

　つきましては、労働委員会への､書証等の提出に当たっては、マイナンバーが記載された書類をそのまま提出することのないようご注意ください。
　マイナンバーが記載された書類を提出する際には、マイナンバーが特定できないよう、必ずマイナンバー部分をマスキングした上で提出してください。

　　＊　住民票の写し等には、原則としてマイナンバーは記載されませんが、本人の求めに応じて記載されたものが発行される場合があります｡これらの書類を提出する場合には、マイナンバーの記載がないものを提出してください。
　　＊　社会保障や税に関する各種申告書等、マイナンバーの記載欄が設けられた書類（控え）を提出する際には、特に注意してください。
















（ ファクシミリ送信時の送信書様式 ）


　事件番号　兵庫県労委　令和　　　(不)第　　号
　事 件 名                           事　　件

送　 信 　書

【　宛　先　】　　兵庫県労働委員会　御中
　　　　　　　　　　（ＦＡＸ：０７８－３４１－４５６４）

【送信者】　　　　申立人（被申立人）
　　　　　　　　　　代理人　弁護士
　　　　　　　　　　（ＴＥＬ：　　　－　　　－　　　　）
　　　　　　　　　　（ＦＡＸ：　　　－　　　－　　　　）

【送信文書】　　準備書面、甲(乙)第　号証～甲(乙)第　号証

【送信枚数】　　　　　　枚（本送信書除く）

【送信年月日】　令和　　年　　月　　日

【　備　考　】


（ ファクシミリ送信による直送の送信・受領書の様式 ）


　事件番号　兵庫県労委　令和　　年(不)第　　号
　事 件 名                           事　　件

送　 信 　書

【　宛　先　】　　兵庫県労働委員会　御中
　　　　　　　　　　（ＦＡＸ：０７８－３４１－４５６４）
                  申立人（被申立人）
　　　　　　　　　　代理人　弁護士　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　（ＦＡＸ：　　　－　　　－　　　　）
【送信者】　　　　申立人（被申立人）
　　　　　　　　　　代理人　弁護士
　　　　　　　　　　（ＴＥＬ：　　　－　　　－　　　　）
　　　　　　　　　　（ＦＡＸ：　　　－　　　－　　　　）
【送信文書】　　準備書面、甲(乙)第　号証～甲(乙)第　号証
【送信枚数】　　　　　　枚（本送信書除く）
【送信年月日】　令和　　年　　月　　日
[bookmark: _GoBack]【　備　考　】　この書類を受領した方は、以下受領書部分に必要事項を記入のうえ、送信者及び兵庫県労委へ、この書面をファクシミリにより送信してください。

	


受 　領 　書

【受領者】　　　　申立人（被申立人）
　　　　　　　　　　代理人　弁護士　　　　　　　　　　　　
【受領文書】　　上記送信文書
【受領枚数】　　　　　　枚（送信書除く）
【受領年月日】　令和　　年　　月　　日
【　備　考　】
（ 直送時の送付書の様式 ）


　事件番号　兵庫県労委 令和　　　年(不)第　　号
　事 件 名                           事　　件

送　 付 　書

【　宛　先　】　　兵庫県労働委員会　御中

　　　　　　　　　申立人（被申立人）
　　　　　　　　　　代理人　弁護士　　　　　　　　　　様

【送付者】　　　　申立人（被申立人）
　　　　　　　　　　代理人　弁護士
　　　　　　　　　　（ＴＥＬ：　　　－　　　－　　　　）
　　　　　　　　　　（ＦＡＸ：　　　－　　　－　　　　）

【送付文書】　　準備書面、甲(乙)第　号証～甲(乙)第　号証

【送付枚数】　　　　　　枚（本送付書除く）

【送付年月日】　令和　　年　　月　　日

【　備　考　】

（ 直送時の受領書の様式 ）


　事件番号　兵庫県労委　令和　　年(不)第　　号
　事 件 名                           事　　件

受　 領 　書

【　宛　先　】　　兵庫県労働委員会　御中

　　　　　　　　　申立人（被申立人）
　　　　　　　　　　代理人　弁護士　　　　　　　　　　様

【受領者】　　　　申立人（被申立人）
　　　　　　　　　　代理人　弁護士                    

【受領文書】　　準備書面、甲(乙)第　号証～甲(乙)第　号証

【受領枚数】　　　　　　枚（送付書除く）

【受領年月日】　令和　　年　　月　　日

【　備　考　】














事件番号　　兵庫県労委　令和　　年(不)第　　号
事 件 名　　　　　　　　　　　　　　　事　　件

令和　　年　　月　　日　

　兵庫県労働委員会会長　様
主たる事務所の
所　　在　　地
被申立人　名　　　　　称
代　　表　　者　　　　　　　　　　

答　　弁　　書

　本件について、被申立人は、下記のとおり答弁します。

記

１　請求する救済の内容に対する答弁


２　不当労働行為を構成する具体的事実に対する答弁


３　立証方法




事件番号　　兵庫県労委　令和　　年(不)第　　号
事 件 名　　　　　　　　　　　　　　　事　　件

令和　　年　　月　　日　

　兵庫県労働委員会会長　様

   　　　　　　　　　　　　　　　
               申請人　   　　　　　　　　　　　　　
   　　　　　　　　　　　　　


代 理 人 申 請 書

　本件について、下記の者を代理人と定めましたから許可願います。

記

	（ ふ り が な）
氏　　　名
	年齢
	職　　業
	住所・電話番号

	
	
	
	


　　添付書類　　委任状


委　　任　　状



住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　


　上記の者を代理人と定め、兵庫県労委令和　　年(不)第　　号○○○○不当労働行為救済申立事件に関する一切の権限を委任する。

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　   主たる事務所の
所　　在　　地

名　　　　　称

代　　表　　者　　　　　　　　　　　


事件番号　　兵庫県労委　令和　　年(不)第　　号
事 件 名　　　　　　　　　　　　　　　事　　件

令和　　年　　月　　日　

　兵庫県労働委員会会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請人　　　　　　　　　　　　


補 佐 人 申 請 書

　本件について、下記の者を補佐人と定めましたから許可願います。

記

	（ ふ り が な）
氏　　　名
	年齢
	職　　業
	住所・電話番号

	
	
	
	



事件番号　　兵庫県労委　令和　　年(不)第　　号
事 件 名　　　　　　　　　　　　　　　事　　件

令和　　年　　月　　日　

　兵庫県労働委員会会長　様

申請人　　　　　　　　　　　　　　


証人・当事者尋問申請書

　本件について、次のとおり証人・当事者の尋問を申請します。
　併せて、別添のとおり尋問事項書を提出します。

	証  人  ・  当 事 者
	証明すべき事実
	所要見込み時間

	(ふりがな)
氏　　名
	
	
	

	年　　齢
(生年月日)
	
	
	

	職　　業
	
	
	

	住　　所
	
	
	

	電話番号
	
	
	

	(ふりがな)
氏　　名
	
	
	

	年　　齢
(生年月日)
	
	
	

	職　　業
	
	
	

	住　　所
	
	
	

	電話番号
	
	
	


(注)「職業」欄には、職務上の地位、組合における役職名その他を具体的に記入してください。

［ 別添 ］
尋 　問 　事 　項　 書

	証人・当事者氏名
	尋　 問　 事　 項

	
	


（注）「尋問事項」欄は、箇条書により、できる限り具体的に記載してください。

事件番号　　兵庫県労委　令和　　年(不)第　　号
事 件 名　　　　　　　　　　　　　　　事　　件

令和　　年　　月　　日　

　兵庫県労働委員会会長　様

被申立人　　　　　　　　　　　　　


証　拠　説　明　書

　本件について提出した証拠につき、下記のとおり説明します。

記

	号証
※１
	標　　　目
(原本・写しの別)
	作　成
年月日
	作成者
	立証趣旨
	備考

	
	
	※２
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


　※１　申立人が作成するときは「甲」と、被申立人が作成するときは「乙」としてください。
　※２　「原本」又は「写し」の別を記入してください。


事件番号　　兵庫県労委　令和　　年(不)第　　号
事 件 名　　　　　　　　　　　　　　　事　　件

令和　　年　　月　　日　

　兵庫県労働委員会会長　様

被申立人　　　　　　　　　　　　　　　


準　備　書　面

